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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】従来の問題点が改良された窓ステーを提供する
。
【解決手段】窓ステー１は、窓枠への取り付け用に構成
された枠板２、窓サッシへの取り付け用に構成されたサ
ッシ板３、枠板上で摺動するよう構成されたキャリッジ
４及びキャリッジをサッシ板に接続する接続要素５，６
を含む。キャリッジは、キャリッジ本体、ラッチ位置に
おいて枠板と係合して、枠板上でのキャリッジの摺動を
制限し、非ラッチ位置において枠板から係合解除されて
、枠板上でのキャリッジの摺動を可能にする、ラッチ機
構１７、及びキャリッジ本体と一体形成され、ラッチ機
構をラッチ位置へと付勢するよう構成された、１つ又は
複数の付勢要素を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　i．窓枠への取り付け用に構成された枠板；
　ii．窓サッシへの取り付け用に構成されたサッシ板；
　iii．前記枠板上で摺動するよう構成されたキャリッジ；及び
　iv．前記キャリッジを前記サッシ板に接続する接続要素
を含む、窓ステーであって、
　前記キャリッジは：
　ａ．キャリッジ本体；
　ｂ．ラッチ位置において前記枠板と係合して、前記枠板上での前記キャリッジの摺動を
制限し、非ラッチ位置において前記枠板から係合解除されて、前記枠板上での前記キャリ
ッジの摺動を可能にする、ラッチ機構；及び
　ｃ．前記キャリッジ本体と一体形成され、前記ラッチ機構を前記ラッチ位置へと付勢す
るよう構成された、１つ又は複数の付勢要素
を含む、窓ステー。
【請求項２】
　前記キャリッジ本体はプラスチックで形成される、請求項１に記載の窓ステー。
【請求項３】
　前記ラッチ機構は金属で形成される、請求項２に記載の窓ステー。
【請求項４】
　前記窓ステーの第１の構成では、前記ラッチ機構は前記ラッチ位置にあり、前記キャリ
ッジは前記枠板上の第１のキャリッジ位置にあり、
　前記窓ステーの第２の構成では、前記ラッチ機構は前記非ラッチ位置にあり、前記キャ
リッジは前記枠板上で摺動できる、請求項１～３のいずれか１項に記載の窓ステー。
【請求項５】
　前記窓ステーが前記第１の構成である場合、前記サッシ板は前記枠板に対して、閉鎖位
置と部分開放位置との間で移動でき、
　前記窓ステーが前記第２の構成である場合、前記サッシ板は前記枠板に対して、前記部
分開放位置と前記完全開放位置との間で移動できる、請求項４に記載の窓ステー。
【請求項６】
　前記閉鎖位置は、前記窓サッシの平面が前記窓枠の平面と平行である状態に対応し、
　前記部分開放位置は、前記窓サッシの前記平面が前記窓枠の前記平面と１０～６０°の
角度を形成する状態に対応し、
　前記完全開放位置は、前記窓サッシの前記平面が前記窓枠の前記平面と６０～１１０°
の角度を形成する状態に対応する、請求項５に記載の窓ステー。
【請求項７】
　前記キャリッジは、前記枠板の長手方向縁部を包むよう構成された少なくとも１つのフ
ランジを含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の窓ステー。
【請求項８】
　前記キャリッジは金属製インサートを含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の窓ス
テー。
【請求項９】
　前記キャリッジは金属製インサートを含み、
　前記金属製インサートは前記少なくとも１つのフランジ内へと延伸する、請求項７に記
載の窓ステー。
【請求項１０】
　前記枠板を前記サッシ板に接続する追加の接続要素を更に含む、請求項１～９のいずれ
か１項に記載の窓ステー。
【請求項１１】
　i．窓枠への取り付け用に構成された枠板；
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　ii．窓サッシへの取り付け用に構成されたサッシ板；
　iii．前記枠板上で摺動するよう構成されたキャリッジ；及び
　iv．前記キャリッジを前記サッシ板に接続する接続要素
を含む、窓ステーであって、
　前記枠板は：
　ｄ．前記枠板を前記窓枠に取り付けるために構成された第１の取り付け部分及び第２の
取り付け部分；並びに
　ｅ．前記第１の取り付け部分と前記第２の取り付け部分との間に延在し、設置した前記
窓ステーにおいて間隙によって前記窓枠から隔てられるように前記第１の取り付け部分及
び前記第２の取り付け部分に対して持ち上げられた、トラック部分
を含む、窓ステー。
【請求項１２】
　前記トラック部分は、前記トラック部分を前記第１の取り付け部分及び前記第２の取り
付け部分に対して持ち上げられるように、おおよそ細長形状の部材を打抜き加工すること
によって形成される、請求項１１に記載の窓ステー。
【請求項１３】
　前記枠板はステンレス鋼製である、請求項１１又は１２に記載の窓ステー。
【請求項１４】
　前記枠板は、おおよそ細長形状の部材で形成される、請求項１１～１３のいずれか１項
に記載の窓ステー。
【請求項１５】
　第１の隆起部分は、前記第１の取り付け部分を前記トラック部分に接続する、請求項１
１に記載の窓ステー。
【請求項１６】
　第２の隆起部分は、前記第２の取り付け部分を前記トラック部分に接続する、請求項１
５に記載の窓ステー。
【請求項１７】
　前記第１の隆起部分の少なくとも一部は、前記枠板の長さに対して横断方向の前記トラ
ック部分の幅より狭い、前記枠板の長さに対して横断方向の幅を有する、請求項１５又は
１６に記載の窓ステー。
【請求項１８】
　前記間隙は、前記トラック部分の第１の側部から前記トラック部分の第２の側部まで延
在する、請求項１１に記載の窓ステー。
【請求項１９】
　前記キャリッジは、前記トラック部分上を摺動するよう構成される、請求項１１に記載
の窓ステー。
【請求項２０】
　前記キャリッジは、前記キャリッジの側部に沿って延在しかつ少なくとも部分的に前記
間隙内に配置される、少なくとも１つのフランジを含む、請求項１９に記載の窓ステー。
【請求項２１】
　前記トラック部分は、前記枠板への取り付け用に構成されたインデントを含む、請求項
１１に記載の窓ステー。
【請求項２２】
　前記インデントは、前記トラック部分の横断方向幅の中央に向かって位置決めされる、
請求項２１に記載の窓ステー。
【請求項２３】
　前記枠板を前記サッシ板に接続する追加の接続要素を更に含む、請求項１１に記載の窓
ステー。
【請求項２４】
　i．窓枠への取り付け用に構成された枠板；
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　ii．窓サッシへの取り付け用に構成されたサッシ板；
　iii．前記枠板上で摺動するよう構成されたキャリッジ；
　iv．前記キャリッジを前記サッシ板に接続する接続要素；
　v．ラッチ位置において、前記枠板上での前記キャリッジの摺動を制限し、非ラッチ位
置において、前記枠板上での前記キャリッジの摺動を可能にする、ラッチ機構；
　vi．前記ラッチ機構が前記非ラッチ位置にある場合に、前記枠板に沿った前記キャリッ
ジの摺動を防止又は緩和するよう配設される、１つ又は複数の摩擦要素
を含む、窓ステー。
【請求項２５】
　完全開放位置において前記ラッチ機構は係合し、
　前記１つ又は複数の摩擦要素は、使用中にユーザが前記ラッチ機構を非ラッチ状態とし
た場合に、前記完全開放位置からの前記キャリッジの運動を防止又は緩和するよう配設さ
れる、請求項２４に記載の窓ステー。
【請求項２６】
　使用中、前記完全開放位置において、ユーザは前記ラッチ機構を前記非ラッチ状態とし
て、前記摩擦要素が生成する摩擦力を上回る、前記枠板に沿って前記キャリッジを摺動さ
せるための力を印加できる、請求項２５に記載の窓ステー。
【請求項２７】
　実質的に添付の図面の図１～９を参照して明細書中で説明したものである、窓ステー。
【請求項２８】
　実質的に添付の図面の図１１～１９を参照して明細書中で説明したものである、窓ステ
ー。
【請求項２９】
　実質的に添付の図面の図１～１０ｃ、又は図１１～２０ｃを参照して明細書中で説明し
たものである、窓ステー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は窓ステーに関し、特に本発明は摺動式窓ステーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　窓ステー（窓ステーヒンジ又は摩擦ステーとしても知られる）は、窓業界では公知であ
る。典型的には、窓ステーは窓サッシを窓枠に接続し、窓を開閉できるようにヒンジとし
て機能する。窓ステーは、窓枠に取り付けられるよう構成された枠板、窓サッシに取り付
けられるよう構成されたサッシ板、枠板とサッシ板との間で枢動可能に接続された多数の
アームを含むことが多い。窓のタイプ及び必要な開閉機構のタイプに応じて、多数の異な
る構成の窓ステーが用意されている。
【０００３】
　いくつかの窓ステーには、枠板上で摺動できるキャリッジを設けることができる。複数
のアームのうちの１つ以上を、枠板に直接接続するのではなく、キャリッジに接続してよ
い。このようにすると、キャリッジは窓の開閉機構の一部として摺動できる。
【０００４】
　例えば特許文献１（その内容は参照により本出願に援用される）は、所謂「４バー」窓
ステーを開示している。この窓ステーは、枠板とサッシ板との間で枢動可能に接続された
短アーム及び長アームを含む。短アームは摺動式キャリッジによって枠板に接続される。
通常の動作において、キャリッジはロック手段によって摺動を制限され、アームの構成は
、サッシ板が（窓が閉鎖位置から第１の開放位置へと開くのに対応して）枠板に対して移
動できるようになっている。更なる動作において、ロック手段を解放してキャリッジが枠
板上を摺動できるようにし、これによって窓は、第１の開放位置から第２の開放位置へと
更に開くことができる。特許文献１が教示するロック手段は、突出部と一体形成されたボ
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タンを含む。突出部は枠板と係合してキャリッジの摺動を制限する。突出部は、これもま
たボタンと一体形成されたばね部品により、ロック位置へと付勢される。
【０００５】
　特許文献１が開示する窓ステーに関連する問題は、ばね部品がプラスチック製であるた
め、（ばね部品と一体形成されている）ボタン及び突出部もまたプラスチック製である点
である。突出部は有意な摩耗に曝され、これは窓ステーの寿命全体に亘るロック手段の性
能に影響を与える。
【０００６】
　摺動式キャリッジを含む窓ステーに関連する更なる問題は、キャリッジを保持するよう
に枠板を構成しなければならない点である。１つのアプローチは、トラックとしての使用
に適した外形を枠板が有するように、押出成形プロセスを使用して枠板を形成することで
ある。例えば特許文献１が開示する窓ステーの枠板は、おおよそＵ字型の外形を有する押
出成形された伸長部分であり、上記Ｕ字型外形内には、キャリッジが摺動式の構成で入れ
子状に組み込まれている。
【０００７】
　本明細書において言う従来技術は、これら従来技術が共通の一般的知識の一部を形成す
るとは必ずしも言えない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】英国特許第２３１１３２４Ｂ号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、改良された窓ステーを提供することであり、又は少なくとも、有用な
選択肢を公共に提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一態様では、本発明は：窓枠への取り付け用に構成された枠板；窓サッシへの取り付け
用に構成されたサッシ板；枠板上で摺動するよう構成されたキャリッジ；キャリッジをサ
ッシ板に接続する接続要素を含む、窓ステーに関し、キャリッジは：キャリッジ本体；ラ
ッチ位置において枠板と係合して、枠板上でのキャリッジの摺動を制限し、非ラッチ位置
において枠板から係合解除されて、枠板上でのキャリッジの摺動を可能にする、ラッチ機
構；キャリッジ本体と一体形成され、ラッチ機構をラッチ位置へと付勢するよう構成され
た、１つ又は複数の付勢要素を含む。
【００１１】
　好ましくは、キャリッジ本体はプラスチックで形成される。より好ましくは、ラッチ機
構は金属で形成される。
【００１２】
　好ましくは、窓ステーの第１の構成では、ラッチ機構はラッチ位置にあり、キャリッジ
は枠板上の第１のキャリッジ位置にあり、窓ステーの第２の構成では、ラッチ機構は非ラ
ッチ位置にあり、キャリッジは枠板上で摺動できる。より好ましくは、窓ステーが第１の
構成である場合、サッシ板は枠板に対して、閉鎖位置と部分開放位置との間で移動でき、
窓ステーが第２の構成である場合、サッシ板は枠板に対して、部分開放位置と完全開放位
置との間で移動できる。より好ましくは、閉鎖位置は、窓サッシの平面が窓枠の平面と平
行である状態に対応し、部分開放位置は、窓サッシの平面が窓枠の平面と１０～６０°の
角度を形成する状態に対応し、完全開放位置は、窓サッシの平面が窓枠の平面と６０～１
１０°の角度を形成する状態に対応する。
【００１３】
　好ましくは、キャリッジは、枠板の長手方向縁部を包むよう構成された少なくとも１つ
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のフランジを含む。
【００１４】
　好ましくは、キャリッジは金属製インサートを含む。より好ましくは、金属製インサー
トは少なくとも１つのフランジ内へと延伸する。
【００１５】
　好ましくは、窓ステーは、枠板をサッシ板に接続する追加の接続要素を更に含む。
【００１６】
　別の態様では、本発明は：窓枠への取り付け用に構成された枠板；窓サッシへの取り付
け用に構成されたサッシ板；枠板上で摺動するよう構成されたキャリッジ；キャリッジを
サッシ板に接続する接続要素を含む、窓ステーに関し、枠板は：枠板を窓枠に取り付ける
ために構成された第１の取り付け部分及び第２の取り付け部分；並びに第１の取り付け部
分と第２の取り付け部分との間に延在し、設置した窓ステーにおいて間隙によって窓枠か
ら隔てられるように第１の取り付け部分及び第２の取り付け部分に対して持ち上げられた
、トラック部分を含む。
【００１７】
　好ましくは、トラック部分は、トラック部分を第１の取り付け部分及び第２の取り付け
部分に対して持ち上げられるように、おおよそ細長形状の部材を打抜き加工することによ
って形成される。
【００１８】
　好ましくは、枠板はステンレス鋼製である。
【００１９】
　好ましくは、枠板はおおよそ細長形状の部材で形成される。
【００２０】
　好ましくは、第１の隆起部分は、第１の取り付け部分をトラック部分に接続する。より
好ましくは、第２の隆起部分は、第２の取り付け部分をトラック部分に接続する。より好
ましくは、第１の隆起部分の少なくとも一部は、枠板の長さに対して横断方向のトラック
部分の幅より狭い、枠板の長さに対して横断方向の幅を有する。
【００２１】
　好ましくは、間隙はトラック部分の第１の側部からトラック部分の第２の側部まで延在
する。
【００２２】
　好ましくは、キャリッジはトラック部分上を摺動するよう構成される。より好ましくは
、キャリッジは、キャリッジの側部に沿って延在しかつ少なくとも部分的に間隙内に配置
される、少なくとも１つのフランジを含む。
【００２３】
　好ましくは、トラック部分は、枠板への取り付け用に構成されたインデントを含む。よ
り好ましくは、このインデントはトラック部分の横断方向幅の中央に向かって位置決めさ
れる。
【００２４】
　好ましくは、窓ステーは更に、枠板をサッシ板に接続する追加の接続要素を含む。
【００２５】
　更なる態様では、本発明は：窓枠への取り付け用に構成された枠板；窓サッシへの取り
付け用に構成されたサッシ板；枠板上で摺動するよう構成されたキャリッジ；キャリッジ
をサッシ板に接続する接続要素；ラッチ位置において、枠板上でのキャリッジの摺動を制
限し、非ラッチ位置において、枠板上でのキャリッジの摺動を可能にする、ラッチ機構；
及びラッチ機構が非ラッチ位置にある場合に、枠板に沿ったキャリッジの摺動を防止又は
緩和するよう配設される、１つ又は複数の摩擦要素を含む、窓ステーを提供する。
【００２６】
　好ましくは、完全開放位置においてラッチ機構は係合し、また１つ又は複数の摩擦要素
は、使用中にユーザがラッチ機構を非ラッチ状態とした場合に、完全開放位置からのキャ



(7) JP 2015-190309 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

リッジの運動を防止又は緩和するよう配設される。
【００２７】
　好ましくは、使用中、完全開放位置において、ユーザはラッチ機構を非ラッチ状態とし
て、摩擦要素が生成する摩擦力を上回る、枠板に沿ってキャリッジを摺動させるための力
を印加できる。
【００２８】
　用語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ、ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ、ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は
、様々な管轄の下で、排他的な意味にも包括的な意味にも解釈され得ることが知られてい
る。本明細書の目的のために、これらの用語は特記しない限り包括的な意味を有し、即ち
これらの用語は、その使用が直接言及されている列挙された構成部品を含み、かつ場合に
よってはその他の明記されていない構成部品又は要素も含むことを意味するものと解釈さ
れる。
【００２９】
　添付の図面を参照して、本発明を単なる例として以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、第１の実施形態による窓ステー１の、部分開放位置における等角図であ
る。
【図２】図２は、図１の窓ステーの、閉鎖位置における等角図である。
【図３】図３は、図１の窓ステーの、完全開放位置における等角図である。
【図４】図４ａ、図４ｂは、図１の窓ステーの部分等角図である。
【図５】図５は、図１の窓ステーの、ラッチ機構がラッチ位置にある状態の部分断面図で
ある。
【図６】図６は、図１の窓ステーの、ラッチ機構が非ラッチ位置にある状態の部分断面図
である。
【図７】図７は、図３の窓ステーの断面図である。
【図８】図８は、一実施形態による枠板の等角図である。
【図９】図９は、図３の窓ステーの底面正射影図である。
【図１０】図１０ａは、閉鎖位置の窓ステーを含む窓の部分等角図である。図１０ｂは、
部分開放位置の窓ステーを含む窓の部分等角図である。図１０ｃは、完全開放位置の窓ス
テーを含む窓の部分等角図である。
【図１１】図１１は、更なる実施形態による窓ステー１の、部分開放位置における等角図
である。
【図１２】図１２は、図１１の窓ステーの、閉鎖位置における等角図である。
【図１３】図１３は、図１１の窓ステーの、完全開放位置における等角図である。
【図１４】図１４ａ、図１４ｂは、図１１の窓ステーの部分等角図である。
【図１５】図１５は、図１１の窓ステーの、ラッチ機構がラッチ位置にある状態の部分断
面図である。
【図１６】図１６は、図１１の窓ステーの、ラッチ機構が非ラッチ位置にある状態の部分
断面図である。
【図１７】図１７は、図１３の窓ステーの断面図である。
【図１８】図１８は、更なる実施形態による枠板の等角図である。
【図１９】図１９は、図１３の窓ステーの底面正射影図である。
【図２０】図２０ａは、閉鎖位置の窓ステーを含む窓の部分等角図である。図２０ｂは、
部分開放位置の窓ステーを含む窓の部分等角図である。図２０ｃは、完全開放位置の窓ス
テーを含む窓の部分等角図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１は、一実施形態による窓ステー１を示す。窓ステー１は、窓枠上に設置するための
枠板２、及び窓サッシ上に設置するためのサッシ板３を含む。窓枠及び窓サッシはいずれ
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も図１に図示されていないが、オーニングタイプ又は開き窓タイプの窓を構成するのに適
切ないずれのタイプの窓枠及び窓サッシを用いて本発明の窓ステーを設置する方法は、当
業者には理解できるであろう。
【００３２】
　キャリッジ４は、枠板２上で摺動するよう構成される。短アーム５及びジョイント６、
７の形態の接続要素は、キャリッジをサッシ板に接続する。長アーム８及びジョイント９
、１０の形態の追加の接続要素は、枠板をサッシ板に接続する。ジョイント６、７、９、
１０は、本用途において公知である摩擦リベット留めジョイント等の、いずれの適切なタ
イプの枢動式ジョイントであってよい。接続要素５、６とジョイント６、７、９、１０と
の配置により、枠板２とサッシ板３との間の相対運動が可能となる。以下により詳細に記
載するように、この相対運動により、設置した窓を閉鎖位置から開放位置へと変化させる
ことができる。枠板を窓枠に取り付けるため、及びサッシ板を窓サッシに取り付けるため
の適切な締結器具を受承するために、１つ又は複数の孔１１、１２、１３、１４、１５を
枠板及びサッシ板に設ける。
【００３３】
　図１は、部分開放位置にある窓ステー１を示す。この部分開放位置では、窓サッシ（図
示せず）の平面は、窓枠（図示せず）の平面に対して１０～６０°の角度を形成する。図
１の実施形態では、この角度は点線の円弧１６で概略的に示されており、約３２°である
。
【００３４】
　図２は、閉鎖位置にある図１の窓ステー１を示す。この閉鎖位置では、窓サッシ（図示
せず）の平面は、窓枠（図示せず）の平面に対して平行である。
【００３５】
　図１と図２との比較から、接続要素５、６とジョイント６、７、９、１０との配置によ
って、枠板２とサッシ板３との間の相対運動がどのように可能となるのかが理解できる。
従って、上記配置により、窓サッシを図１の部分開放位置から図２の閉鎖位置へ（そして
再び元の位置へ）と変化させることができることが更に理解できる。図１の部分開放位置
及び図２の閉鎖位置の両方に関して、キャリッジ４は枠板に対して同一の第１のキャリッ
ジ位置にあることも更に理解できる。以下により詳細に記載するように、ラッチ機構１７
により、キャリッジの枠板上での摺動を制限できる。
【００３６】
　図３は、完全開放位置にある図１の窓ステー１を示す。この完全開放位置では、窓サッ
シ（図示せず）の平面は、窓枠（図示せず）の平面に対して６０～１１０°の角度を形成
する。図３の実施形態では、この角度は点線の円弧１８で概略的に示されており、約７１
°である。
【００３７】
　図１と図３との比較から、接続要素５、６、ジョイント６、７、９、１０、キャリッジ
４の配置によって、枠板２とサッシ板３との間の相対運動がどのように可能となるのかが
理解できる。従って、上記配置により、窓サッシを図１の部分開放位置から図３の完全開
放位置へ（そして再び元の位置へ）と変化させることができることが更に理解できる。窓
サッシを図１の部分開放位置から完全開放位置へと変化させるためには、キャリッジ４を
、第１のキャリッジ位置から第２のキャリッジ位置へと枠板２に沿って摺動させる。
【００３８】
　図４ａは、キャリッジ４をより詳細に示すための、図１の窓ステーの部分図である。キ
ャリッジはキャリッジ本体１９及びラッチ機構１７を含む。キャリッジ本体は、枠板２上
で摺動するよう構成される。キャリッジ４は更に、図４ｂの底面図に示すように、キャリ
ッジ４の側部に沿って延在するフランジ２０を含む。フランジ２０は、枠板２の下側を効
果的に包み、これによりキャリッジを、（矢印Ａで示すように）枠板の長さに沿って摺動
できる状態のまま、枠板２と固定された関係に維持する。キャリッジ本体はいずれの適切
な材料で作製してよい。好ましくは、キャリッジ本体はプラスチック製である。プラスチ
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ックは成形が容易であり、従って枠板上をキャリッジ本体が摺動する際の摩擦を低減でき
る。
【００３９】
　キャリッジ４のラッチ機構１７は、ボタン２１及びラッチ要素２２を含む。ラッチ要素
は、枠板２が備えるノッチ２３と係合する。これにより、キャリッジ４の枠板上での摺動
が制限される。ボタン２１を非押圧状態とすると、ラッチ要素２２はノッチ２３から係合
解除され、これによってキャリッジは枠板上で摺動できる。使用にあたって、ユーザは、
窓サッシを部分開放状態から完全開放状態へと開放したい場合があり、そこでユーザはボ
タン２１を非押圧状態にして、ラッチ機構を非ラッチ状態とし、キャリッジを自由にする
。
【００４０】
　図５は、キャリッジの構造をより良好に示すための、図１のキャリッジ４の断面図であ
る。図５は、リベット式ジョイント７によってキャリッジに接続された短アーム５を示す
。キャリッジ本体１９は、枠板２の下側に図示されているフランジ２０によって枠板２を
包む。キャリッジ４は更に、インサート２４を含んでよい。短アーム５は、キャリッジ本
体１９及びインサート２４の両方に接続される。このようなインサートは金属製であって
よく、これによってキャリッジに更なる剛性を付与できる。インサートはまた、キャリッ
ジ本体が故障した場合（例えば火事でキャリッジ本体が溶融した場合）の構造的安全装置
としても機能できる。金属製インサートは短アームを保持し、枠板２に取り付けられたま
まとなる。金属製インサートはフランジ２０内へと延伸する。一実施形態では、フランジ
２０はインサートと一体形成できる。
【００４１】
　図５は、ラッチ機構１７を更に詳細に示す。このラッチ機構はボタン２１及びラッチ要
素２２を含む。キャリッジ本体１９は、ラッチ機構を収容するよう構成される。ボタン及
びラッチ要素は共に、ボタンを非押圧状態とした場合にラッチ機構が移動するように形成
してよい。図５では、ラッチ機構１７はラッチ位置で示されている。このラッチ位置では
、ラッチ機構は枠板２と係合している。具体的には、ラッチ要素２２は、枠板に配置され
たノッチ２３内に係合している。ノッチ内に係合したラッチ要素を用いてキャリッジをラ
ッチ状態とし、キャリッジの枠板２上での摺動を制限する。このラッチ位置では、ボタン
２１は非押圧状態ではない。ラッチ機構は付勢要素２５を含む。付勢要素はラッチ機構を
ラッチ位置へと付勢する。付勢要素２５は、キャリッジ本体１９と一体形成される。好ま
しい実施形態では、キャリッジ本体及び付勢要素の両方はプラスチックで形成される。こ
のようなプラスチックを選択することにより、必要な復元力を付勢要素２５に付与できる
（即ちラッチ機構１７をラッチ位置へと付勢するために十分な力を提供できる）。付勢要
素をキャリッジ本体と共に形成することにより、キャリッジの製造及び組み立てを簡略化
する。以下により詳細に記載するように、付勢要素をラッチ機構と共に形成しないことに
より、ラッチ機構を金属等の高耐久性材料から形成できる。
【００４２】
　図６は、ラッチ機構１７が非ラッチ位置にある、図５と同様のキャリッジの図である。
この非ラッチ位置では、ラッチ機構は枠板２から係合解除される。具体的には、ラッチ要
素は枠板内のノッチ２３から係合解除される。ラッチ要素がノッチから係合解除されると
、キャリッジは枠板２上で摺動できる。非ラッチ位置では、ボタン２１は非押圧状態とな
っている。一実施形態では、キャリッジ本体１９はキャッチ２６を含んでよく、このキャ
ッチ２６は、ラッチ機構の縁部２７と相互作用して、ラッチ機構を一時的に非ラッチ位置
に保持するよう構成される。このようなキャッチを用いることで、ユーザがキャリッジ４
をその第１のキャリッジ位置から摺動させながら、ボタン２１を手動で非押圧状態に維持
する必要がなくなる。
【００４３】
　非ラッチ位置では、付勢要素２５は圧迫され、ラッチ機構１７をラッチ位置へと付勢し
ようとする。付勢要素２５がキャッチ２６を乗り越えることがないようにキャッチ２６を
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構成するべきであることが分かるだろう。ラッチ機構はボタン２１から離れる方向に延在
する突出部２８を含む。枠板２は、ボタンが非押圧状態である時に突出部を収容するため
の凹部２９を含んでよい。キャリッジ４が枠板２に沿って摺動し始めると、突出部２８は
凹部の縁部３０に衝突する。この縁部は適切には、突出部に上方への力を印加するように
上反りになっており、これは付勢要素２５と協働してキャッチ２６を乗り越えるのに十分
なものである。従って、キャリッジ４が枠板上を摺動すると、キャッチはもはやラッチ機
構１７を保持しない。そしてラッチ要素２２がノッチと出会うと、ラッチ機構はラッチ位
置に復帰する。
【００４４】
　好ましい実施形態では、ラッチ機構１７は金属等の高耐久性材料で作成されている。特
定の窓ステーの寿命を通して、ラッチ機構は何度も使用され得ることが分かるだろう。こ
れにより、構成部品、特に以下のような窓ステー１の他の部品：
　・それ自体が金属製であることが好ましい枠板２のノッチ２３と接する、ラッチ要素２
２；
　・キャッチ２６と接する、ラッチ機構１７の縁部２７；及び
　・凹部の縁部３０と接する突出部２８
と接する構成部品上に、無視できない摩耗及び応力が印加され得る。
【００４５】
　（特にオーニングタイプの窓において）ラッチ要素が短アームを介して窓サッシの重量
の大部分を支持するため、ラッチ要素は更なる摩耗及び応力に耐える。ラッチ機構を高耐
久性材料で作製することにより、これらの部品は摩耗するものの、短期間で摩滅及び劣化
することはない。これにより、窓ステーの寿命に亘って、窓ステーが意図した通りに動作
する能力が改善される。
【００４６】
　図１に戻ると、枠板２内の更なるノッチ３１及び更なる凹部３２が図示されている。キ
ャリッジ４が、（図３に示すような）完全開放構成の第２のキャリッジ位置へと摺動する
と、ラッチ要素は上記更なるノッチ３１と係合し、キャリッジを第２のキャリッジ位置に
おいてラッチ状態とする。図７は、図３の窓ステーの断面を示す。図７は、更なるノッチ
３１内に係合したラッチ要素２２を示す。
【００４７】
　以上の説明から、枠板２は、枠板の長さに沿って摺動できる状態のままキャリッジを枠
板上に固定するよう、キャリッジ４と協働するように構成するべきであることが分かるだ
ろう。一実施形態では、枠板を、キャリッジの特定の幾何学的形状に適合するような外形
に押出成形してよい。しかしながら好ましい実施形態では、打抜き加工、プレス加工又は
同様のプロセスによって、枠板をステンレス鋼から形成する。
【００４８】
　図８は、図１～７に関連して上述した窓ステーの枠板２を示す。この枠板は概ね平坦な
細長部材から形成される。枠板は、窓枠（図示せず）への枠板の取り付けのための適切な
締結器具を受承するための孔１１、１３を含む。枠板は、適切なジョイントによって長ア
ーム（図示せず）に接続するための更なる孔を含む。枠板は、上述のようなノッチ２３、
凹部２９、更なるノッチ３１、更なる凹部３２も含む。孔、ノッチ、凹部は、例えば穴開
け加工、掘削加工又は打抜き加工等のいずれの適切なプロセスによって枠板に形成してよ
いことが理解できるだろう。
【００４９】
　枠板２は、第１の取り付け部分３４及び第２の取り付け部分３５を含む。第１の取り付
け部分及び第２の取り付け部分は、枠板２を窓枠（図示せず）に取り付けるために構成さ
れる。この目的のために、第１の取り付け部分３４は孔１１を備え、第２の取り付け部分
は孔１３を備える。
【００５０】
　枠板２はまた、第１の取り付け部分３４と第２の取り付け部分３５との間に延在するト
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ラック部分３６を含む。このトラック部分は、第１の隆起部分３７によって第１の取り付
け部分に接続され、また第２の隆起部分３８によって第２の取り付け部分に接続される。
隆起部分３７、３８は一般に、枠板の平面に対して角度を有するか又は垂直であり、トラ
ック部分３６を第１の取り付け部分３４及び第２の取り付け部分３５に対して持ち上げる
役割を果たす。トラック部分は隆起しており、これにより、枠板を設置した時に、トラッ
ク部分は図８において矢印Ｂで示すように間隙によって窓枠（図示せず）から隔てられる
。トラック部分３６の長さの少なくとも一部に関して、上記間隙は、トラック部分の一方
の縁部３９からトラック部分のもう一方の縁部まで延在する（即ちトラック部分の横断方
向幅を横切って延在する）。
【００５１】
　トラック部分３６は、（図１～７に関連して上述したように）キャリッジが摺動できる
領域を提供する。具体的には、間隙は、キャリッジのフランジを収容するのに十分なもの
であり、これにより、キャリッジをトラック部分に沿って摺動できる状態のままトラック
部分上に保持する。トラック部分はインデント４１を含んでよい。このインデントは、こ
のインデントを枠板に取り付けるための適切な締結器具を受承するための更なる孔１２を
含んでよい。インデントはトラック部分の剛性を増大させることができる。インデントは
トラック部分の横断方向幅の中央に対して、（矢印Ｃで示すように）トラック部分上にキ
ャリッジを保持するために十分な量のトラック部分が残るように位置決めされることが分
かるだろう。インデントは、キャリッジがインデント上を摺動する際にフランジを妨害し
ないように位置決めできる。
【００５２】
　第１の隆起部分３７及び第２の隆起部分３８は、打抜き加工プロセスによって形成でき
る。「打抜き加工（ｓｔａｍｐｉｎｇ）」とは、いずれのプレス加工タイプの形成プロセ
スを含むものとして理解されたい。打抜き加工が通常どのように作用するかは当業者には
理解できるため、詳細に説明する必要はない。簡単に言うと、打抜き加工は、適切な鋳型
又はダイを有する打抜き加工プレス内に、概ね平坦な細長部材を配置することを含む。続
いてこの打抜き加工プレスは、概ね平坦な細長部材に対して、鋳型又はダイの形状を変形
させるのに十分な圧力を印加する。この例では、打抜き加工プロセスによって第１の隆起
部分３７及び第２の隆起部分３８が形成され、従ってトラック部分３６が、第１の取り付
け部分３４及び第２の取り付け部分３５に対して持ち上げられることになる。これと同じ
打抜き加工プレスを用いて、インデント４１、孔１１、１２、１３、３３、ノッチ２３、
３１、凹部２９、３２のうちのいくつか又は全てを同時に形成できる。
【００５３】
　好ましくは、枠板は金属製である。特定の実施形態では、枠板はステンレス鋼製である
。
【００５４】
　図９は、図３の（即ち完全開放位置の）窓ステー１の底面図である。キャリッジ４は第
２のキャリッジ位置においてラッチ状態とされている。この図は、キャリッジを枠板２の
トラック部分３６上に保持するためにフランジ２０がトラック部分の外側縁部を包む様式
を例示するものである。
【００５５】
　第２の隆起部分３８によって、キャリッジ４が一方向に摺動してトラック部分３６から
外れるのを防止できる。具体的には、キャリッジのフランジ２０は第２の隆起部分を通過
して摺動することはできない。しかしながら、第１の隆起部分は、キャリッジ４が摺動し
てトラック部分から外れるのを第１の隆起部分が防止することがないように肩部４４を画
定する、切欠き部４３を含んでよい。具体的には、キャリッジのフランジは第１の隆起部
分を通過して摺動できる。つまり、第１の隆起部分の少なくとも一部は、枠板の長さに対
して横断方向の幅を有し、これは枠板の長さに対して横断方向のトラック部分の幅より狭
い。図９に示した枠板２の実施形態では、切欠き部４３は部分的にトラック部分３６内へ
と延伸し、かつ全体的に第１の部分３４内へと延伸する。切欠き部４３により、窓ステー
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１の組み立て及び分解中に、キャリッジをトラック部分上へと及びトラック部分から外れ
るように摺動させることができる。一実施形態では、（例えば窓ステーの製造中に）キャ
リッジ４をトラック部分上へと摺動させた後、適切には枠板２の第１の部分３４に棒を差
し込むか杭を打つことによって、停止部を生成できる。こうして、窓ステー１を設置する
際、上記停止部により、キャリッジ４が切欠き部４３を通過して戻るように摺動してトラ
ック部分３６から外れるのを恒常的に防止できる。
【００５６】
　図１０ａ～１０ｃは、窓４５に設置された窓ステー１を示し、窓枠４５及び窓サッシ４
７の両部分を示す。窓ステーは、オーニングタイプ又は開き窓タイプの窓を構成できるい
ずれの適切なタイプの窓枠及び窓サッシを用いて設置できることが分かるだろう。更に、
特定の窓ステー１個に対して、１つ又は複数の（通常は２つ以上の）窓ステーを設置でき
る。
【００５７】
　図１０ａでは、窓４５及び窓ステーは閉鎖位置にある。窓ステーは窓サッシ４７に阻ま
れているため視認できない。図１０ｂでは、窓４５及び窓ステー１は部分開放位置にある
。キャリッジ４は枠板２に対して第１のキャリッジ位置にある。図１０ｃでは、窓４５及
び窓ステー１は完全開放位置にある。キャリッジ４は枠板２に対して第２のキャリッジ位
置にある。
【００５８】
　図１１～２０ｃは、窓ステー１の更なる実施形態を示す。この構成は、図１～１０ｃの
ものよりも小型の窓ステーに関するものである。しかしながら、これらの実施形態はそれ
ぞれ、いずれの所望のサイズの窓ステーに拡張できる。この第２の実施形態は、上述の第
１の実施形態と全体的に同一である。
【００５９】
　図１１は、枠板２及びサッシ板３を含む窓ステー１を示す。キャリッジ４は、枠板２上
で摺動するよう構成される。短アーム５及びジョイント６、７の形態の接続要素は、キャ
リッジをサッシ板に接続する。長アーム８及びジョイント９、１０の形態の追加の接続要
素は、枠板をサッシ板に接続する。枠板を窓枠に取り付けるため、及びサッシ板を窓サッ
シに取り付けるための適切な締結器具を受承するために、１つ又は複数の孔１１、１２、
１３、１４、１５を枠板及びサッシ板に設ける。
【００６０】
　図１１は、部分開放位置にある窓ステー１を示す。図１２は、閉鎖位置にある図１１の
窓ステー１を示す。図１１の部分開放位置及び図１２の閉鎖位置の両方において、キャリ
ッジ４は枠板に対して同一の第１のキャリッジ位置にある。
【００６１】
　図１３は、完全開放位置にある図１１の窓ステー１を示す。窓サッシを図１１の部分開
放位置から図１３の完全開放位置へと変化させるために、キャリッジ４は、第１のキャリ
ッジ位置から第２のキャリッジ位置へと枠板２に沿って摺動できる。
【００６２】
　図１４ａは、キャリッジ４をより詳細に示すための、図１の窓ステーの部分図である。
このキャリッジは図１～１０ｃのキャリッジと概ね同様の構成である。しかしながら、図
４ａと図１４ａとの比較から分かるように、ラッチ機構１７の配向が反転されている。
【００６３】
　キャリッジはキャリッジ本体１９及びラッチ機構１７を含む。キャリッジ本体は、枠板
２上で摺動するよう構成される。キャリッジ４は更に、図１４ｂの底面図に示すように、
キャリッジ４の側部に沿って延在するフランジ２０を含む。フランジ２０は、枠板２の下
側を効果的に包み、これによりキャリッジを、枠板の長さに沿って摺動できる状態のまま
、枠板２と固定された関係に維持する。この実施形態では、フランジを、キャリッジ本体
１９の材料内に形成されたインサート２４及びリターン２０ａによって提供できる。
【００６４】
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　キャリッジ４のラッチ機構１７は、ボタン２１及びラッチ要素２２を含む。ラッチ要素
は、枠板２が備えるノッチ２３と係合する。これにより、キャリッジ４の枠板上での摺動
が制限される。ボタン２１を非押圧状態とすると、ラッチ要素２２はノッチ２３から係合
解除され、これによってキャリッジは枠板上で摺動できる。
【００６５】
　図１５、１６はキャリッジ４の断面図である。図示したように、ラッチ機構１７の突出
部２８は、図１６の位置においてキャッチ２６と係合するよう、段差２８’を有するよう
に形成される。更にこの実施形態では、枠板２内の凹部２９は打抜き加工又は穴開け加工
操作によって形成され、この操作によって所定の位置に枠板を残す一方で枠板を変形させ
て凹部２９に傾斜構造を設け、凹部２９から出ようとする突出部２８の運動に対する抵抗
を低減する。換言すると、この実施形態では、凹部２９は枠板を通る開口からなるもので
はない。この構成は例えば図１８においても確認できる。
【００６６】
　キャリッジ４は更に、図１～１０ｃと同様のインサート２４を含んでよい。ラッチ機構
は、図１～１０ｃと同様の付勢要素２５を含む。しかしながら、ラッチ機構１７の端面に
対して作用する更なるばね４９を追加で設けてよい。このばね４９はまた、ラッチ機構１
７の端部に対して（図示したように）下向きに作用することによって、ラッチ機構１７を
図１５に示した係合解除位置に向かって押圧する傾向を有する。
【００６７】
　図１１はまた、枠板２内の更なるノッチ３１及び更なる凹部３２を示し、これらは図１
～１０ｃのものと同様に動作する。
【００６８】
　この実施形態では、枠板２上に１つ又は複数の摩擦要素５０を設けてよい。これら摩擦
要素は、ステー及び窓が完全開放位置にありラッチ機構１７が解放されている場合に上方
に迅速に移動するキャリッジ４を停止させるよう作用する。完全開放位置では、ラッチ機
構が解放されている場合、摩擦要素５０が窓サッシの運動を防止するか又は緩和する。し
かしながら、ラッチ機構を非ラッチ状態とした後でユーザはサッシを制御しながら移動さ
せることができる。摩擦要素が生成する摩擦力に打ち勝つには、ユーザは単に窓サッシに
力を印加するだけでよい。
【００６９】
　摩擦要素５０はまた、完全開放位置に近づくにつれてキャリッジ４の運動を緩和する。
これは、早過ぎる速度で運動しながら更なるノッチ３１及び更なる凹部３２と突然係合す
ることによって引き起こされ得る機構へのダメージを制限する助けとなる。
【００７０】
　図示した実施形態では、摩擦要素５０は単に、枠板２内に打ち込まれた、又は圧入され
た隆起からなり、これはキャリッジに形成されたチャネル５１と係合する。しかしながら
他の実施形態では、高摩擦材料（例えばゴム又は適切なポリマー）のインサート又は追加
の要素を使用してよい。
【００７１】
　図１８は、図１１の窓ステーの枠板２を示す。図１９は、完全開放位置にある窓ステー
１の底面図である。
【００７２】
　図２０ａ～２０ｃは、窓に設置された窓ステー１を示し、窓枠４６及び窓サッシ３７両
方の断面を示している。
【００７３】
　図１１～２０ｃの実施形態は、上述した差異を除いて図１～１０ｃの実施形態と同様で
ある。この実施形態は、図１～１０ｃを参照して上述したものと同様の様式で作製及び使
用できる。
【００７４】
　上述の窓ステーは４バータイプの窓ステーであるが、ラッチ機構を備えるキャリッジ及
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者には理解できるであろう。
【００７５】
　本発明の複数の実施形態の説明により本発明を例示し、これらの実施形態を詳細に説明
したが、添付の請求項の範囲を上記詳細に限定すること、又は多少なりとも制限すること
は、出願人の意図するところではない。更に、上述の実施形態は独立して実装することも
、又はこれらが両立可能な場合は組み合わせることもできる。上述の実施形態の併用を含
む追加の利点及び改変は、当業者には容易に明らかとなるであろう。従って本発明はその
広範な態様において、特定の詳細、代表例としての装置及び方法、並びに図示及び説明し
た例示的な実施例に限定されない。出願人の一般発明概念の精神又は範囲から逸脱するこ
となく、上述の詳細を発展させることができる。
【符号の説明】
【００７６】
１　窓ステー
２　枠板
３　サッシ板
４　キャリッジ
５、６　接続要素
１７　ラッチ機構
１９　キャリッジ本体
２０　フランジ
２４　インサート
２５　付勢要素
３４　第１の取り付け部分
３５　第２の取り付け部分
３６　トラック部分
３７　第１の隆起部分
３８　第２の隆起部分
５０　摩擦要素
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【図１１】 【図１２】
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